
○島根県警察職員の安全衛生管理に関する訓令

（平成18年６月30日島根県警察訓令第24号）
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第１章 総則

（目的）

第１条 この訓令は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「法」という。）、労働

安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）及び労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第3

2号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、警察職員（以下「職員」という。）の

安全及び衛生の管理について必要な事項を定め、職員の労働災害の防止及び健康の保持増

進を図ることを目的とする。

（所属長の責務）

第２条 所属長は、常に所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に留意し、快適な職場形

成に努めなければならない。

（職員の義務）

第３条 職員は、常に職場の安全及び衛生に留意するとともに、所属長、産業医及び健康管

理医（以下「産業医等」という。）その他安全及び衛生にかかわる者が法令又はこの訓令

に基づいて講ずる安全及び衛生に関する措置に従わなければならない。

（秘密の保持）

第４条 職員の安全及び衛生の管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。

第２章 安全衛生管理体制

（安全衛生統括管理責任者等）

第５条 警察本部に安全衛生統括管理責任者、安全管理責任者及び衛生管理責任者を、各所

属に安全衛生責任者及び安全衛生副責任者を置く。

２ 安全衛生統括管理責任者は警務部長を、安全管理責任者は警務部監察課長を、衛生管理

責任者は警務部厚生課長を、安全衛生責任者は所属長を、安全衛生副責任者は副署長、調

整官、次長、副隊長、副所長及び副校長をもって充てる。

第６条 安全衛生統括管理責任者は、安全管理責任者、衛生管理責任者及び安全衛生責任者

を指揮するとともに、次に掲げる業務を統括管理する。

⑴ 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

⑵ 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

⑶ 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

⑷ 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。



⑸ 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するため必要な業務

２ 安全管理責任者は、安全衛生統括管理責任者の職務を補助し、前項各号に掲げる業務の

うち安全に係る事項（以下「安全業務」という。）を総括する。

３ 衛生管理責任者は、安全衛生統括管理責任者の職務を補助し、警察本部の衛生管理者を

指揮するとともに、第１項各号に掲げる業務のうち衛生に係る事項を総括する。

４ 警察本部の安全衛生責任者は当該所属の安全衛生副責任者を、警察署の安全衛生責任者

は当該警察署の安全衛生副責任者及び衛生管理者又は衛生推進者を、それぞれ指揮すると

ともに、第１項各号に掲げる業務を統括する。

５ 安全衛生副責任者は、安全衛生責任者の職務を補助し、第１項各号に掲げる業務を掌理

するとともに、警察署の安全衛生副責任者においては衛生管理者及び衛生推進者を指揮す

る。

（衛生管理者及び衛生推進者）

第７条 警察本部及び警察署に、別表第１に定めるところにより、法第12条に規定する衛生

管理者又は法第12条の２に規定する衛生推進者を置く。

２ 衛生管理者は、規則第７条第１項第３号に規定する資格を有する者のうちから警察本部

長（以下「本部長」という。）が指定する。

３ 衛生推進者は、規則第12条の３に規定する衛生に係る業務を担当するため必要な能力を

有すると認められる者のうちから本部長が指定する。

４ 衛生管理者及び衛生推進者は、法第12条第１項又は法第12条の２に規定する業務を行う

ときは、安全衛生統括管理責任者、衛生管理責任者、安全衛生責任者及び産業医等の指導

助言を受け、次に掲げる事項に重点を置くものとする。

⑴ 勤務条件、職場環境、施設等の衛生上の調査及び改善に関すること。

⑵ 衛生器具等の点検及び整備に関すること。

⑶ 健康教育、健康相談、健康づくり等に関すること。

５ 衛生管理者及び衛生推進者は、職場を巡視し、職場の環境が健康障害を起こすおそれが

あると認めたときは、その防止に必要な措置を執るよう、安全衛生責任者、安全管理責任

者及び衛生管理責任者を経由して安全衛生統括管理責任者に意見を述べることができる。

（産業医）

第８条 警察本部及び警察署（職員数が50人未満の警察署を除く。）に、別表第１に定める

ところにより、法第13条に規定する産業医を置く。

２ 産業医は、安全衛生統括管理責任者又は警察署の安全衛生責任者の推薦に基づき、本部

長が委嘱する。

（健康管理医）

第８条の２ 職員数が50人未満の警察署に、健康管理医を置く。

２ 健康管理医は、警察署の安全衛生責任者の推薦に基づき、本部長が委嘱する。

３ 健康管理医の職務は、産業医の職務に準ずるものとする。

（安全衛生委員会）

第９条 警察本部及び警察署に、法第19条第１項に規定する安全衛生委員会を置く。

２ 警察署の安全衛生責任者は、安全衛生委員会を設置したときは、安全衛生委員会設置報

告書（様式第１号）により安全衛生統括管理責任者に報告するものとする。



第10条 安全衛生委員会は会長、副会長及び委員をもって構成し、その職に充てる者及び人

数は別表第１に掲げるとおりとする。

第11条 安全衛生委員会は、法第18条第１項に規定する事項及び職員の安全について、調査

審議する。

２ 安全衛生委員会は、会長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。

３ 会長は、安全衛生委員会を開催したときは、安全衛生委員会開催状況報告書（様式第２

号）により、その内容を安全衛生統括管理責任者に報告するものとする。

４ 安全衛生委員会の庶務は、警察本部にあっては警務部厚生課において、警察署にあって

は総務課又は総務係において行うものとする。

第３章 健康診断

（健康診断の種別、実施計画等）

第12条 職員が受ける健康診断の種別は、次に掲げるものとする。

⑴ 採用時健康診断

⑵ 定期健康診断

⑶ 特定業務従事職員健康診断

⑷ 結核健康診断

⑸ 臨時健康診断

２ 前項の健康診断の実施計画及び期日・期間（次条第１項及び第２項並びに第17条第１項

において「期日等」という。）は、安全衛生統括管理責任者が別に定め、所属長に通知す

るものとする。

（確実な受診）

第13条 所属長は、前条第２項に規定する通知を受けたときは、所属職員に連絡するととも

に職員が期日等に受診できるよう便宜を図らなければならない。

２ 職員は、特別の理由がない限り、期日等に健康診断を受けなければならない。ただし、

当該期日等に受診できなかったときは、第17条第１項に規定する報告の後、安全衛生統

括管理責任者から個別の受診期日等の指定を受け、これを受診しなければならない。

３ 所属長は、健康診断の結果、再検査又は精密検査（以下「精密検査等」という。）を要

すると診断された職員に対し、専門医の精密検査等を受診するよう勧奨するものとし、

当該職員が受診できるよう便宜を図らなければならない。

（採用時健康診断）

第14条 採用時健康診断は、職員として採用された後に、規則第43条各号に掲げる項目及び

本部長が別に定める項目について行うものとする。

（定期健康診断）

第15条 定期健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。

⑴ 規則第44条第１項に規定する項目。ただし、同条第３項の規定により省略するときは、

同項の規定による医師の決定に基づき安全衛生統括管理責任者が通知する項目

⑵ 職員の健康管理上定期的な検査が必要と安全衛生統括管理責任者が認め、別に定める

項目

２ 定期健康診断は、職員が次の各号のいずれかに該当したときは、その全部又は一部の項

目を省略するものとする。



⑴ 採用時健康診断を受診しているとき。

⑵ 当該年度に他の医療機関が行う総合的な健康診断を受診するとき。

⑶ 職員が、既往症等によって他の医療機関による健康診断を受診し、その診断結果を所

属長を経由して安全衛生統括管理責任者に報告したとき。

（特定業務従事職員健康診断）

第16条 特定業務従事職員健康診断は、別表第２に掲げる業務に従事する者に対し実施する

ものとする。

（受診状況等の報告）

第17条 所属長は、所属職員の健康診断の受診状況を期日等の終了後、別に定めるところに

より安全衛生統括管理責任者に報告するものとする。

２ 第13条第２項の規定による個別の健康診断を受診した職員は、診断書を所属長を経由し

て安全衛生統括管理責任者に提出するものとする。

（受診状況の記録、保管等）

第18条 所属長は、所属職員の健康診断の受診状況を健康管理個人票（様式第３号）に記録

し、診断書等とともに保管するものとする。

２ 所属長は、職員が他の所属に異動したときは、当該職員の健康管理個人票等を異動先の

所属長に送付するものとする。

第４章 指導傷病者等の管理

（保健委員会）

第19条 警察本部に、保健委員会を置く。

２ 保健委員会は委員長及び４人以上の委員で構成するものとし、委員長は安全衛生統括管

理責任者をもって充てる。

３ 保健委員会の委員は、医師とし、本部長が委嘱する。

４ 保健委員会は、職員の健康管理について本部長の諮問に応ずるほか、次に掲げる任務

に当たるものとする。

⑴ 職員又は職員として採用が予定されている者の健康状態の審査

⑵ 職員の健康診断等に基づく指導区分の審査

⑶ 職員の健康管理について必要な施策の建議

５ 保健委員会は、必要に応じて委員長が招集するものとする。ただし、急を要し、会議を

開催するいとまのないとき、又は軽易な事項を審査するときは、持ち回り、又は当該疾

患の専門委員が職員健康状態審査書（様式第４号）に意見を記述することによりこれに

代えることができる。

６ 委員長は、審査し、又は建議した事項について速やかに本部長に答申し、又は報告しな

ければならない。

７ 保健委員会の庶務は、警務部厚生課において行う。

８ 前各項に掲げるもののほか、保健委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

（指導区分の指定及び管理）

第20条 所属長は、当該所属の職員が医師の診断（健康診断を除く。第４項において同じ。）

で指導傷病（結核性疾患、循環器系疾患、消化器系疾患、腎疾患、代謝性疾患、精神系

疾患その他の疾患で医師、所属長等の指導が必要なものをいう。以下同じ。）にり患して



いるとされたときは、健康管理指導区分指定上申書（様式第５号）により、当該医師の

診断書を添えて本部長に報告するものとする。

２ 指導傷病者の指導の区分及び内容は、別表第３のとおりとする。

３ 指導傷病の指導の区分の指定、変更及び解除は、健康診断等により職員が指導傷病にり

患しているとされたもの又は第１項の規定による報告を受けたものについて、保健委員

会の審査を経た上、本部長が判定して行うものとする。

４ 保健委員会は、前項の審査に当たり明確な判断が困難と見込まれるときは、次に掲げる

資料を整えた上で審査するものとする。

⑴ 医師の診断による指導傷病に係るものは、その治療に当たる医師の意見書及び検査結

果資料

⑵ 健康診断等による指導傷病に係るものは、精密検査等による診断書、検査結果の資料

及び担当医師の意見書

５ 第３項の判定結果は、健康管理指導区分指定通知書（様式第６号）により、本部長が所

属長に通知するものとし、所属長は、その内容を当該職員に説明しなければならない。

６ 所属長は、指導傷病者に対し指導区分表の内容を指針として、適切な指導管理を行うも

のとする。

（指導区分等の記録）

第21条 安全衛生統括管理責任者は、指導傷病者別に指導傷病名、指導区分の別、検診状況

その他必要な事項を記載した指導傷病者管理票（様式第７号）を作成し、その経過を記

録するものとする。

２ 所属長は、健康管理個人票に指導傷病者の指導傷病名、指導区分の別等を記載し、その

経過を記録するものとする。

（休業及び復帰報告）

第22条 所属長は、職員が傷病のため休務し、その期間が引き続き６日を超える場合及び当

該職員が出務したときは、休業・復帰報告書（様式第８号）により安全衛生統括管理責

任者に報告するものとする。

（傷病経過報告）

第23条 所属長は、指導傷病者の経過について、次表の左欄の区分に応じ同表の右欄に

定める期間ごとに、傷病経過報告書（様式第９号）により安全衛生統括管理責任者に

報告するものとする。

指 導 区 分 期 間

A、B、B―1、B―2、C―1 3か月

C、C―2、D―2 6か月

２ 所属長は、指導傷病以外の傷病で職員の休務が長期にわたるときは、６か月を超えるご

とに、傷病経過報告書により安全衛生統括管理責任者に報告するものとする。

３ 所属長は、前条及び第１項の報告を行ったときは、健康管理個人票に必要事項を記入す

るものとする。

（死亡報告）

第24条 所属長は、職員が死亡したときは、直ちに職員死亡報告書（様式第10号）により安



全衛生統括管理責任者に報告しなければならない。

第５章 保健衛生等

（感染症等り患時の措置）

第25条 所属長は、職員又は職員と同居中の者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成 10年法律第114号）に規定する感染症にり患したとき、若しく

はこれらの保菌者と判明したとき、又はその状態が転帰したときは、感染症患者発生・

転帰報告書（様式第11号）により安全衛生統括管理責任者に報告するものとする。

（安全衛生管理業務従事者等の教育）

第26条 安全衛生統括管理責任者は、安全衛生副責任者、衛生管理者及び衛生推進者に対し

て、安全衛生の業務に関する能力の向上を図るための教育、研修等を行い、又はこれらを

受ける機会を与えるよう努めなければならない。

（勤務環境の保全、健康教育等）

第27条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所や勤務内容等に応じ、

換気、採光、照明、保温、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるよう衛生的勤務環境

の保持に努めるものとする。

２ 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、健康教育、健康相談その他必要な措置を

計画的かつ継続的に実施し、職員が平素からその健康の保持増進に努めるよう指導する

ものとする。

３ 所属長は、精神性疾患を予防するため、職員の融和、生活指導、適正配置等に努めると

ともに、精神性疾患の疑いのある職員に対し、産業医等と協議の上、専門医による受診

の勧奨等適切な措置を講ずるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成18年７月１日から施行する。

（島根県警察職員の健康管理に関する訓令の廃止）

２ 島根県警察職員の健康管理に関する訓令（平成９年島根県警察訓令第２号。次項から附

則第５項までにおいて「旧訓令」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３ この訓令の施行の際現に前項の規定による廃止前の旧訓令の規定により本部長が選任し

ている衛生管理者、事業所の所属長が選任している衛生推進者並びに本部長が委嘱してい

る産業医及び保健委員会の委員は、それぞれこの訓令の施行の日にこの訓令の規定により

本部長が指定し、又は委嘱した衛生管理者、衛生推進者、産業医及び保健委員会の委員と

みなす。

４ この訓令の施行の際現に附則第２項の規定による廃止前の旧訓令第22条第２項の規定に

よる指導傷病者の指導区分の指定を受けている者は、第20条第３項の規定による指導傷病

者の指導区分の指定を受けた者とみなす。

５ この訓令の施行の際現に附則第２項の規定による廃止前の旧訓令第21条第１項及び附則

第３項の規定により保管し、及び整理保存している健康管理個人票及び診断書等は第18条

第１項の規定により保管し、及び整理保存している健康管理個人票及び診断書等と、附則

第２項の規定による廃止前の旧訓令第24条第１項の規定により作成している指導傷病者管

理票は第21条第１項の規定により作成する指導傷病者管理票とみなす。



附 則（平成20年３月27日島根県警察訓令第11号）

この訓令は、制定の日から施行する。

附 則（平成21年３月26日島根県警察訓令第19号）

この訓令は、制定の日から施行する。

附 則（平成22年３月29日島根県警察訓令第10号）

この訓令は、制定の日から施行する。



別表第１（第７条、第８条、第８条の２、第10条関係）

衛生管理者等及び安全衛生委員会の構成

置く職 衛生管理者等 安 全 衛 生 委 員 会

衛 生 衛 生 健 康
安全衛生

安全管理 衛生管理 安全衛生 安全衛生

所属
管理者 推進者

産業医
管理医

統括管理
責任者 責任者 責任者 副責任者

経験者等

責任者 合計

法第18条第２項
第 ２ 号 第 ３ 号 第 １ 号 第 ４ 号 第 ４ 号 第 １ 号 第 ４ 号 第 ４ 号

の該当号（安全
（本部・ ( 本 部 ･ ( 本 部 ･ (警察署･ (警察署･

衛生委員会にお
会 長 ） 副会長 ) 副会長 ) 会 長 ) 副会長)

ける役割)

３人 ６人 13人

警察本部
以上

１人 １人 １人 １人
以上 以上

職員数200人以上の ２人 ３人 ８ 人

警察署 以上
１人 １人 １人

以上 以上

職員数50人以上200 １人 ２人 ６ 人

人未満の警察署 以上
１人 １人 １人

以上 以上

職員数50人未満の １人 ５ 人

警察署
１人 １人 １人 １人

以上 以上

備考 安全衛生委員会の構成員のうち「経験者等」は、警察本部及び警察署（職員数50人未満の警察署を除く。）ともに

２人以上とし、本部長又は警察署長がそれぞれ事業場の規模及び安全衛生状況等に応じて定めるものとする。

この表に示した「経験者等」の人数は、安全衛生委員会の委員を職員数に比例して指名した場合の参考例であり、

職員数200人以上の場合、100人につき１人ずつ増員する方法により算出したものである。



別表第２（第16条関係）

特定業務従事者の健康診断

健康診断の種別 健康診断を行う職員 参照規定等

深夜業務従事者健康診断 常時交替制勤務に従事する職員 労働安全衛生規則（昭和47年労

働省令第32号）第45条

食品取扱業務健康診断 炊事担当者 労働安全衛生規則（昭和47年労

働省令第32号）第47条

有機溶剤健康診断 印刷業務従事職員 有機溶剤中毒予防規則（昭和47

地域課航空隊の技師 年労働省令第36号）第29条

科学捜査研究所職員（兼務職員を除

く。）

鉛健康診断 人材育成課けん銃実射指揮官及びけ 鉛中毒予防規則（昭和47年労働

ん銃特別訓練生及び警察学校けん銃 省令第37号）第53条

指導教官

石綿物質健康診断 過去に石綿取扱作業に従事した職員 特定化学物質等障害予防規則

（昭和47年労働省令第39号）第

39条

高気圧業務健康診断 機動隊潜水活動従事職員 高気圧作業安全衛生規則（昭和

47年労働省令第40条）第38条

放射線物質健康診断 科学捜査研究所職員（兼務職員を除 電離放射線障害防止規則（昭和

く。） 47年労働省令第41号）第56条

VDT作業健康診断 情報管理課職員（電算業務従事者及 職員の健康保健及び安全保持

び照会センター職員） （昭和48年人事院規則１ 0 ―4）

騒音業務健康診断 騒音業務従事者 第16条



別表第３（第20条関係）

健 康 管 理 指 導 区 分 指 定 表

疾病区分 指導区分 指 導 内 容

Ａ 勤務を休ませ、入院又は自宅療養により治療に専念させる。

結 核 性

疾 患 交替制勤務者は日勤勤務に替える。深夜勤務、時間外勤務、

Ｂ－１ 宿直及び出張（以下、「深夜勤務等」という。）はさせない。

術科を免除する。

通院の方法により医師の治療を受けさせる。

交替制勤務者は日勤勤務に替える。深夜勤務等はさせない。

Ｂ－２ 術科を免除する。

定期的に医師による指導観察を受けさせる。

連続する深夜勤務等はさせない。

Ｃ－１ 術科を免除する。

通院の方法により医師の治療を受けさせる。

連続する深夜勤務等はさせない。

Ｃ－２ 術科は準備運動程度にとどめる。

定期的に医師による指導観察を受けさせる。

Ｄ－２ 勤務はおおむね普通でよい。

定期的に医師による指導観察を受けさせる。

Ｄ－３ 勤務は普通でよい。

定期健康診断時に経過を観察する。

循環器系 Ａ 勤務を休ませ、入院又は自宅療養により治療に専念させる。

疾 患

Ｂ－１ 交替制勤務者は日勤勤務に替える。深夜勤務等はさせない。

術科を免除する。

通院の方法により医師の治療を受けさせる。

Ｂ－２ 交替制勤務者は日勤勤務に替える。深夜勤務等はさせない。

術科を免除する。

定期的に医師による指導観察を受けさせる。

Ｃ 連続する深夜勤務等はさせない。

術科は準備運動程度にとどめる。

医師の治療又は定期的な指導観察を受けさせる。



消化器系 Ａ 勤務を休ませ、入院又は自宅療養により治療に専念させる。

疾 患

腎 疾 患 Ｂ 交替制勤務者は日勤勤務に替える。深夜勤務等はさせない。

代 謝 性 術科を免除する。

疾 患 医師の治療又は定期的な指導観察を受けさせる。

精 神 系

疾 患 Ｃ 連続する深夜勤務等はさせない。

その他の 術科は準備運動程度にとどめる。

疾 患 医師の治療又は定期的な指導観察を受けさせる。

注：１ 指導区分基準

区 分 指 導 区 分

生 Ａ 勤務を休む必要のあるもの

活

規 Ｂ 勤務に制限を加える必要のあるもの

制

の Ｃ 勤務をほぼ平常に行ってよいもの

面

Ｄ 平常の生活でよいもの

医 １ 医師による直接の医療行為を必要とするもの

療

の ２ 定期的に医師の観察指導を必要とするもの

面

３ 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

２ 出張とは、おおむね通常の勤務時間（午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの

間）内における日帰旅行を除くものをいう。

様式 〔略〕


